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公益財団法人日弁連法務研究財団 

(本号の目次) ---------------------------------------------------------------------------- 

1. 法律雑誌等に掲載された主な判例 

2. 令和 7 年(2025 年)12 月 19 日までに成立した、もしくは公布された法律 

3. 12 月の主な発刊書籍一覧（私法部門）  

4. 12 月の主な発刊書籍一覧（公法・その他部門） 

5. 発刊書籍の解説 

 

(掲載判例 INDEX) ---------------------------------------------------------------------- 

*「1.法律雑誌等に掲載された主な判例」の要旨及び判決日又は決定日を掲載します。 

 

（民事法）  

【１】遺留分に係る計算において遺産に含まれる土地の共有持分につき第１審判決の評価額の誤りを指

摘し、是正する一方、同様に是正すべきであった生前贈与に係る土地の共有持分の評価額を是正しな

いまま引用し、遺留分に係る計算をして原判決主文の結論を導いた事例（２０２５年１２月１８日最高裁）  

参照条文等：民法（平成３０年法律第７２号による改正前のもの）１０３１条、民法１０４３条・１０４６

条 

キーワード：遺留分 相続開始時点の評価額 判決理由の食い違い 

【２】市長Ｙは市政に関しＸから恫喝を受けた等とＳＮＳに投稿したため、Ｘが事実無根としてＹ及び市に

賠償を求めた事案で、Ｙの発言は国賠法１条１項の違法行為に該当するとして３３万円の支払を認めた

がＹ個人の賠償責任を認ないとした事例（２０２４年７月３日広島高裁） 

参照条文等：国家賠償法１条１項、民法７１０条・７０９条  

キーワード：国家賠償請求 市長個人の責任 ＳＮＳの投稿 

【３】分譲別荘地の管理運営会社Ｘに対し別荘所有者Ｙらが管理契約解除の意思表示をしたためＸがＹ

らに対し管理契約に基づく訴えを提起した事案で、管理契約締結者と無契約者とが同じくＸの管理に

よる利益を享受することになり不公平が生じるとして契約解除を否定（２０２５年７月１日東京高裁）  

参照条文等：民法６５１条１項 

キーワード：分譲別荘地  管理による利益 管理契約の解除 

【４】総合飼料メーカーＸはＹとの間で継続的商品売買基本契約を締結し、生豚の生存のためにＹに飼

料を供給し売掛債権を有していたが、Ｙについて再生計画手続開始の決定がされたためＸはＹに再生

手続外で売買代金の支払を求めたところ請求が棄却された事例（２０２２年１１月１６日神戸地裁） 

参照条文等：民法３０６条・３０７条、民事再生法８５条１項・１２２条１項・２項  

キーワード：継続的売買  民事再生 手続外での請求  

【５】Ｘ１株式会社の代表者Ｘ２は自動車運転中にＹ運転の自動車に追突され負傷したため、Ｘ１はＹに

対しＸ２の負傷休業に伴う外注費用分の損害賠償及び同期間中にＸ２に支払った役員給与分の損害

賠償を請求し、役員給与の一部の賠償が認容された事例（２０２４年２月７日東京地裁）  

参照条文等：民法７０９条 

キーワード：役員の休業 損害賠償 役員給与 

【６】ＸとＡはＹが管理運営するクラウドソーシングサービスの会員であり、ＸはＡから業務受託し納品通

知をしたがＡはその全てにつき検収不合格としたためＸはＹにＡから代理受領した業務委託料相当額

の支払を請求したが棄却された事例（２０２４年１０月３日東京地裁）  

参照条文等：民法６５６条・６４６条１項前段  
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キーワード：クラウドソーシングサービス 代理受領 

【７】県議会議員ＸがＹらの投稿動画でＸの不倫等を指摘され社会的評価を低下させられたとして損害

賠償及び動画の削除を求めた事案で、Ｙらは噂の形式を取りつつ事実を摘示しＸの社会的評価を低下

させたとして１１０万円の支払及び削除請求の一部を認容（２０２４年１２月６日福岡地裁）  

参照条文等：民法７０９条・７１９条１項  

キーワード：動画投稿 損賠賠償 削除の請求 

【８】共同相続された株式から生じた配当金請求権は株式の内容を構成する剰余金の配当を受ける権

利が具体化したもので、相続分に応じて分割されるものではなく、共同相続人の一部が発行会社等に

自己の相続分に相当する金員の支払を請求することはできないと判示（２０２５年３月１４日大阪地裁）  

参照条文等：民法７０９条・８９６条・８９９条・９００条・９０７条・９０９条 

キーワード：共同相続 株式 配当請求権 

 

（商事法）  

【９】会社法７９６条３項に基づく簡易株式交換手続に対する株主の反対通知に際しての社債、株式等

の振替に関する法律１５４条３項所定の個別株主通知の要否及びそれを行うべき時期が争われ、個別

株主通知されたのが反対通知の期間を徒過しその要件を欠くとされた事例（２０２４年１０月１１日東

京地裁）  

参照条文等：会社法７９６条・７９６条の２・７９７条、社債、株式等の振替に関する法律１５４条 

キーワード：個別株主通知 反対通知 簡易株式交換手続 

 

（知的財産）  

【１０】原告が第２５類「ジーンズ製被服」を指定商品とし「新世界ジーンズ」を標準文字で表してなる商

標につき登録出願をしたところ拒絶査定を受け不服審判請求も特許庁が不成立の審決をしたので訴

訟を提起したところ、審決に違法はないとして原告の請求を棄却（２０２５年１１月１９日知財高裁） 

参照条文等：商標法４条１項１１号  

キーワード：結合商標 出所識別機能 不可分的な結合  

【１１】「国際特許出願に係る出願審査の請求は翻訳文が提出される前に行われた不適法な手続である」

として手続却下の処分を受けた控訴人が、訴えを却下した原判決を不服として控訴を提起したところ、

本判決は訴えを却下した原判決を失当としつつ控訴を棄却した事案（２０２５年１１月２７日知財高裁）  

参照条文等：特許法１８４条の４・１８４条の１７ 

キーワード：法律上の利益 国際特許出願 翻訳文の提出 

【１２】被告は第４０類「生ゴミ処理機の貸与」等を指定役務とし「ゴミサー」を標準文字で表す登録商標

の商標権者だが、原告は本件商標の登録は商標法違反として無効審判を請求し特許庁が不成立の審

決をし、その取消を求める訴訟を提起したところ請求が認容された事案（２０２５年１２月１日知財高裁）  

参照条文等：商標法４条１項１１号  

キーワード：生ゴミ処理機 取引の実情 商標の類似性  

【１３】特許権者である原告が、発明の名称を「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」

とする特許について一部の請求項を無効とする特許無効審決の取消を求めた取消訴訟であって、甲１

発明と本件訂正発明１との対比の誤り等を主張したが棄却された事案（２０２５年１２月３日知財高裁）  

参照条文等：特許法２９条２項 

キーワード：プログラミング言語 コマンド言語  治療プログラムまたはシーケンス 
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（民事手続）  

【１４】信用組合Ｙに５０１万円を出資していたＸは民事再生手続に入りＹを脱退し出資金の返戻請求を

行った。ＹはＸに対する貸付金残元金１０００万円から出資金相当額を相殺したと主張したが、原判決

はＹの相殺を認めずＸの請求を認容し本判決も原判決を維持した（２０２３年１２月１９日大阪高裁）  

参照条文等：民事再生法９２条１項  

キーワード：民事再生 出資金払戻請求 相殺の可否  

 

（刑事法）  

【１５】コンテナ倉庫は土地に定着していないから刑法１３０条にいう「建造物」に当たらないとの弁護人

の主張に対し、コンテナ倉庫は移動が容易でなく社会通念上土地に定着しているといえるから「建造物」

に当たるとして、建造物侵入罪の成立を認めた事例（２０２５年１０月２１日最高裁）  

参照条文等：刑法（令和４年法律第６７号による改正前のもの）１３０条 

キーワード：コンテナ倉庫 建造物 土地への定着性 

【１６】医療関連商品の製造販売会社の営業所長が国立大学医学部附属病院の医師に賄賂を贈ったと

して勾留された事案。原々審は勾留請求を却下し、原決定は罪証隠滅のおそれが高度として原々判決

を取消したが、本判決は原決定には違法があるとして原決定を取消した（２０２５年１１月２７日最高裁） 

参照条文等：刑事訴訟法６０条１項  

キーワード：医師の収賄 勾留の必要性 罪証隠滅のおそれ 

【１７】被告人は被害者に暴行し後遺障害を負わせ起訴されたが、受傷直後の被害者の申告事実の認

定に用いた第１審判決の認定判断は要証事実との関連性を見誤り、伝聞証拠に関する刑訴法の規定

を潜脱するとして第１審判決を破棄した原判決の判断は是認できるとした事例（２０２５年１２月１０日

最高裁）  

参照条文等：刑事訴訟法３２３条２号  

キーワード：被害者の供述の信用性 受傷直後の被害申告 再伝聞  

【１８】地方公共団体から被告人名義の口座に誤って振り込まれた臨時特別給付金につき誤振込と認

識しながらオンラインカジノサービスの決済代行業者口座へ送金した行為が電子計算機使用詐欺罪に

当たるかが争われ、原審は有罪とし被告人が控訴したが棄却された事例（２０２３年６月６日広島高裁）  

参照条文等：刑法２４０条の２  

キーワード：誤振込 オンラインカジノ 電子計算機使用詐欺罪 虚偽の情報  

【１９】請託行為の有無、あっせん行為の有無、供与された金の対価性及び被告人（宮城県議会議員）の

故意の有無が争われた事案において、本判決は、公職者あっせん利得罪の成否に関する事実について

の原判決の事実認定等に誤りはないとし控訴を棄却した事例（２０２５年１１月２５日仙台高裁） 

参照条文等：公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律１条１項  

キーワード：公職者あっせん利得罪 請託行為  あっせん行為 財産上の利益  

 

（公法）  

【２０】２０２５年７月施行の参議院選挙において選出される議員１人当りの選挙人数が最多選挙区で

最小選挙区の３．１２７倍あったとして選挙の有効性が争われたが、著しい不平等状態にあったものの

選挙までに是正されなかったことが国会の裁量を逸脱するものではないとされた（２０２５年１１月２１

日福岡高裁宮崎支部）  

参照条文等：憲法１４条  

キーワード：参議院 人口比例選挙 １票の格差 国会の裁量  
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【２１】２０２５年７月施行の参議院選挙において選出される議員１人当りの選挙人数が最多選挙区で

最小選挙区の３．１２７倍あったとして選挙の有効性が争われたが、著しい不平等状態にあったものの

選挙までに是正されなかったことが国会の裁量を逸脱するものではないとされた（２０２５年１１月２５

日広島高裁）  

参照条文等：憲法１４条  

キーワード：参議院 人口比例選挙 １票の格差 国会の裁量  

【２２】Ｘは出生により日本国籍を取得したが自己の志望により米国籍を取得したところ外務大臣から

国籍法１１条１項により日本国籍を喪失しているとして旅券不発給処分を受けたため同条同項は憲法

に違反し無効として同処分の無効確認等を求めたが請求が棄却された事例（２０２３年１２月６日福岡

地裁） 

参照条文等：憲法１０条・１３条・２２条２項・９８条２項・１４条１項、国籍法１１条１項  

キーワード：旅券不発給処分無効確認 国籍の喪失 重国籍 

 

（社会法）  

【２３】平成２５年から２７年にかけ行われた厚生労働大臣による「生活保護法による保護の基準」の改

定を理由とした保護費引下処分の違法性が争われた事案。控訴人である国側は一連の最高裁判決に

反する主張を撤回し、控訴審裁判所も一連の最高裁判決に沿う判断をした（２０２５年１２月３日仙台

高裁） 

参照条文等：生活保護法３条・８条２項  

キーワード：生活保護基準改定 主張の撤回 控訴棄却 

【２４】Ｙ社の女性従業員ＸがＹに対し総合職のみに社宅制度の利用を認めていることが雇用均等法が

禁止する差別に当たる等として社宅制度の利用が認められた際に得られる経済的利益相当額の支払

等を求めた。本判決は同法７条の間接差別に当たるとして請求の一部を認容（２０２４年５月１３日東

京地裁）  

参照条文等：雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律６条２号・７条、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則１条・２条、民法９０

条、労働基本法４条 

キーワード：総合職 社宅制度 間接差別 

 

（その他）  

【２５】Ｘは弁護士Ｙとの間で業務委託契約を締結していたが、Ｙが協力関係を解消したためＹに対し未

払業務委託報酬として６，３００万円余りを請求した事案。Ｘの行為は弁護士法７２条で禁止する周旋

に当たるとし本件業務委託契約は公序良俗に違反し無効としてＸの請求を棄却（２０２４年４月２４日

東京高裁）  

参照条文等：弁護士法２７条・７２条  

キーワード：業務委託契約 広告 周旋 弁護士法７２条 

 

 

 

（民事法）  

1. 法律雑誌等に掲載された主な判例 
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【１】最一判令和７年１２月１８日 裁判所ＨＰ  

令和６年（オ）第２３４号  遺言無効確認等、貸金返還、建物収去土地明渡等請求事件（破棄自判） 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95251.pdf 

（裁判要旨）  

遺留分に係る計算において、遺産に含まれる土地の共有持分につき、第１審判決における評価額に

誤りがあると指摘した上でこれを是正する一方で、同様に是正すべきであった生前贈与に係る土地の

共有持分の評価額を是正しないまま主文の結論を導いた原判決の理由には食違いがある。 

（理由）  

原審は、遺産に含まれる土地の共有持分４分の１の相続開始時点における評価額を１２８４万０８９

２円とした第１審判決の認定には、もともと上記持分の評価額として算出された額（５１３６万３５７１円）

に更に４分の１を乗じた誤りがあると指摘した上で、遺言対象持分の上記時点における評価額につい

ては、これを５１３６万３５７１円に是正したが、生前贈与の対象となった同土地の共有持分４分の１の

上記時点における評価額については、第１審判決の上記認定を是正することなく引用し、遺留分に係る

計算をして原判決主文の結論を導いた。 

参照条文等：民法（平成３０年法律第７２号による改正前のもの）１０３１条、民法１０４３条・１０４６

条 

 

【２】広島高判令和６年７月３日 判例タイムズ１５３７号６４頁  

令和６年（ネ）第３１号 損害賠償（第１事件、第２事件）請求控訴事件（控訴棄却、上告、上告受理申立） 

安芸高田市の市議Ｘは、市長Ｙと非公開の意見交換会を行ったところ、Ｙが、ＳＮＳに「数名から、議

会の批判をするな・・、敵に回すと政策に反対するぞ、と説得？恫喝？あり」等と投稿し、全員協議会で

も特定の議員が議会を敵に回すと政策が通らなくなる旨の発言をした旨、及び、同発言をしたのはＸで

あると発言し、また、市議会選挙が公示された後も３回に渡り同様の内容等をＳＮＳに投稿したため、こ

れらの発言や投稿により名誉を毀損された等として、Ｙに対し不法行為に基づく損害賠償を求め、市に

対し国家賠償を求めた。一審判決は、これらの発言や投稿がＸの社会的評価を下げるものであり、真実

性も真実相当性も認められず、議会における市長の発言に裁量が存在すること等を考慮しても国賠法

１条１項の違法行為に該当するとして３３万円の支払いを認めたが、いずれも市長として職務を行うに

ついてなされたものであるのでＹ個人が賠償責任を負うものではないとした。 

本判決も、上記発言は公益に関する事項についてしたものではあるが、その内容は議会から恫喝を

受けたということにとどまらず、発言者としてＸを名指ししており、それにより市議会議員としての社会

的評価を低下させることを認識していた等とし、ほぼ同様の理由により一審判決を支持し控訴を棄却

した。 

参照条文等：国家賠償法１条１項、民法７１０条・７０９条  

 

【３】東京高判令和７年７月１日 判例時報２６３３号２７頁 

令和７年（ネ）第９００号  各共益費等請求控訴事件 変更・請求一部認容（上告）  

本件は、Ｘが分譲別荘地の管理運営等を行う株式会社、Ｙらが分譲地の所有者又は共有者として、

Ｘの前身ＵないしＶと管理契約を締結した者であるが、Ｙらが、それぞれ本件管理契約を解除する旨の

意思表示をしたところ、ＸがＹらに対し、管理契約に基づく共益費等の支払を求める訴えを提起した事

案である。 

原審は、本件各解除は有効であると認められるとし、本件各解除の効力が生じた後の支払義務を負

わないとして、Ｙ１～Ｙ５に対する共益費等の請求を棄却し、Ｙ６～Ｙ８に対する請求を一部認容したの

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95251.pdf
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に対し、Ｘほか、Ｙ６及びＹ８が敗訴部分に不服があるとして控訴した。 

本判決は、原審同様、本件管理契約は、単純な準委任契約ではないとしつつ、民法における準委任

契約の規律の適用があると判示したものの、本件管理契約は、受益者Ｘの利益のためにも締結された

ものと認められ、本件各解除に、やむを得ない事由があると認めることはできず、Ｙらが本件管理契約

の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるとは認められないとし、Ｘとの間で管理契約

を締結しない分譲地所有者が、Ｘとの管理契約を締結した他の分譲地所有者の負担によって維持され

るＸの共益施設の管理等による利益を享受するという不公平な事態を生ずる懸念があるなど、本件管

理契約を維持しなければならない高度の必要性があり、終了させることが正義に反するような事情が

あると評価すべきであるとして、各解除を否定した。 

他方、Ｙ６及びＹ８は、控訴審において、請求の一部について短期消滅時効の援用を主張し、本判決

は時効成立を認めた。 

参照条文等：民法６５１条１項 

 

【４】神戸地判令和４年１１月１６日 判例時報２６３２号１１８頁  

令和４年（ワ）第４７７号 一般優先債権請求事件（却下（確定））  

総合飼料メーカーＸは、家畜の肥育等を事業目的とするＹとの間で継続的商品売買基本契約を締結

し、生豚の生存のためにＹに飼料を供給し、売掛債権を有していたところ、Ｙについて再生計画手続開

始の決定がされた。 

ＸはＹに対し、再生手続外で売買代金の支払いを求め、売掛債権は民法３０７条１項の「債務者の財

産の保存」の費用として同法３０６条１号の「共益の費用」に関する債権に該当するとして一般先取特

権を主張した。本判決は、契約に基づく飼料等の売却、飼料等の引き渡し行為は必ずしも生豚の価値

の減少を防ぐために直接的に必要な行為であるとは認められない等として、財産の保存には当たらな

いとしてＸの訴えを却下した。 

参照条文等：民法３０６条・３０７条、民事再生法８５条１項・１２２条１項、２項 

 

【５】東京地判令和６年２月７日 判例タイムズ１５３７号２４３頁  

令和３年（ワ）第２１５６３号 損害賠償請求事件（一部認容、控訴（後控訴棄却））  

Ｘ１株式会社の代表者Ｘ２は、令和元年１０月３１日、自動車運転中にＹ運転の自動車に追突され負

傷した。Ｘ１は、Ｙに対し、不法行為に基づき、Ｘ２が負傷し休業したため外注を余儀なくされたとして外

注費用分の損害賠償請求（主位的請求）、及び、休業期間中にＸ２に支払った役員給与分の損害賠償

（予備的請求）を請求した。 

本判決は、Ｘ１の主位的請求については、外注の事実は認められないとし排斥したが、予備的請求に

ついては、Ｘ１の事故後の治療経過・症状からすれば業務に支障が生じたことは否めないとし、医療記

録上同年１１月頃に痛みが強く眠れないほど痛いときがあるとの記載のほかは業務に大きな支障が生

じるほどの症状をうかがわせる記載がないことや、医師が就労の制限をしていないことから、症状固定

までの３か月の間３０％の割合で業務に支障が生じたとし、Ｘ１にはＸ２のほかに役員も従業員もいな

いこと、Ｘ２の報酬額が令和元年男性・学歴計・年齢３５～３９歳に係る賃金センサス等よりも低額であ

ること、しかしながら、事故前年及び事故当年のＸ１の純利益が赤字になっている中でも役員給与がそ

の金額となっていること、純利益が事故前年より増加しているのに役員給与に変更がないこと等から、

役員給与のうち労務報酬対価部分は８割程度であるとし、反射損害として３０２，４００円の支払を認

めた。 

参照条文等：民法７０９条 
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【６】東京地判令和６年１０月３日 判例時報２６３３号４１頁  

令和５年（ワ）第２２２３８号 代理受領報酬引渡請求事件（棄却（控訴））  

Ｘ及びＡは、Ｙの管理・運営するクラウドソーシングサービス（本件サービス）の会員であり、Ａを委託

者、Ｘを受託者として、年末調整に関する業務について業務委託契約を締結した。Ｘ及びＡが同意した

本件サービスに関する利用規約には、委託者は、受託者が作業を開始する前日までに、Ｙに対し、業務

委託料相当額を仮払いする、Ｙは、委託者及び受託者双方に確認し、債務の本旨に従った履行が行わ

れたか否かの点について、当事者間の認識に争いがあると認められた場合、支払事務を終了し、委託

者に対し仮払いされた委託料を返金することができる、などの内容が定められていた。Ｘは、Ａに対し、

合計１４回の納品通知をしたが、Ａは、Ｘに対し、その全てについて検収不合格の通知をした。本件は、

ＸがＹに対し、代理受領した業務委託料相当額の支払を求めたが、Ｙが拒絶し、Ａに対し、業務委託料相

当額を返金したため、ＸがＹに対し、業務委託料相当額等の支払を求めた事案である。 

本判決は、本件サービスにおいては、原則として、Ｙが受発注間での業務委託料の支払に関する業務

を担い、受託者はＹに対し、Ｙが委託者から受領した業務委託料の支払を求めることができるが、債務

の本旨に従った履行が行われたか否かについて紛争が生じた場合は、Ｙは業務を終了して委託料を委

託者に返金し、以後、当事者間で紛争を解決することとして、受託者は、Ｙではなく委託者に業務委託

料を請求すべきとされていると認めるのが相当であると判断し、本件においては、債務の本旨に従って

履行されたか否かについて、ＸＡ間に認識の相違が存在するものと認め、Ｘの請求を棄却した。 

参照条文等：民法６５６条・６４６条１項前段  

 

【７】福岡地判令和６年１２月６日 判例タイムズ１５３７号１８３頁 

令和５年（ワ）第４２８７号 損害賠償請求事件（一部認容（控訴））  

県議会議員Ｘは、Ｙらが共同して投稿した動画において、Ｘが同僚議員との間で不倫やセクハラに関

する問題を起こし、部下等に対してもパワハラをしているといった事実を摘示され、社会的評価を低下

させられたとして、Ｙらに対し、不法行為に基づく損害賠償及び人格権に基づく差止請求として動画の

削除を求めた。Ｙらは、別の議員に送付された手紙の内容を紹介したもので単なる噂の存在を摘示し

たものと反論したが、本判決は、動画において「結構お詳しいね」「その界隈では有名な話ともいえるけ

ど」「県の界隈じゃ有名らしいですよ。だから、県、福岡県庁の中では」等と発言したほか、Ｘの名前を挙

げた上で「パワハラするのが議員の仕事だって思ってるんですよ」等とした発言は、いずれも手紙に記

載された内容が実際に存在することを強く示唆するものであり、一般の視聴者は同手紙が別の議員に

届いたとの事実にとどまらず、実際に上記事実が存在する可能性があるとの認識を持つのが通常であ

るから、Ｙらは噂の形式を取りながら事実を摘示したものであるとし、Ｘの社会的評価を低下させたと

して１１０万円の支払い及び削除請求の一部を認めた。 

参照条文等：民法７０９条・７１９条１項  

 

【８】大阪地判令和７年３月１４日 金法２２７０号７６頁 

令和６年（ワ）第６０６８号 未受領配当金等請求事件（請求棄却）  

本件は、共同相続人の一部であるＸらが、相続財産である株式につき、遺産分割審判によりＸら以外

の共同相続人がその全部を取得することとされたが、相続開始から遺産分割審判確定までの間に発生

した上記株式の配当金のうち、自己の法定相続分に相当する金員の支払を求める権利を有するとして、

株主名簿管理人である信託銀行Ｙにその支払を求めたところ、これを拒絶されたことから、株式の発行

会社に対する配当金支払請求権が侵害されたと主張して、Ｙに対し、民法７０９条に基づく損害賠償金
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及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。 

本判決は、共同相続された株式から生じた配当金請求権は、株式（株主権）の内容を構成する剰余

金の配当を受ける権利が具体化したものであるから、当然に相続分に応じて分割されることはなく、共

同相続人の一部が、発行会社等に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することはできな

いというべきであるから、ＹがＸらの請求を拒んだことが不法行為法上違法であるとするＸらの主張は

前提を欠くと判示して、Ｘらの請求を棄却した。 

参照条文等：民法７０９条・８９６条・８９９条・９００条・９０７条・９０９条 

 

（商事法）  

【９】東京地決令和６年１０月１１日 金法２２７０号８２頁 

令和６年（ヨ）第３０１６１号 株式交換差止仮処分命令申立事件（却下） 

本件は、上場会社である債務者Ｙの株主である債権者Ｘが、（１）ＹとＡ社との間の、Ｙを完全親会社

とし、Ａ社を完全子会社とする株式交換契約および（２）ＹとＢ社との間の、Ｙを完全親会社とし、Ｂ社を

完全子会社とする株式交換契約に基づいて行おうとしている各株式交換について、上記各株式交換が

法令または定款に違反し、Ｙの株主が不利益を受けるおそれがあるなどと主張して、Ｙに対する会社法

７９６条の２第１号に基づく株式交換差止請求権を被保全権利として、上記各株式交換の差止めの仮

処分を求めた事案である。会社法７９６条３項に基づく簡易株式交換手続に対する株主の反対通知に

際しての、社債、株式等の振替に関する法律１５４条３項所定の個別株主通知の要否及びそれを行うべ

き時期が争点となった。 

本決定は、会社法７９６条３項に基づく簡易株式交換手続に対する株主の反対通知が、社債、株式

等の振替に関する法律１５４条１項の規定する少数株主権等の行使に当たると解した上で、反対通知

は裁判外において行使されるものであり、会社において、反対通知に際して同法１５４条３項所定の個

別株主通知を受けなければ、通常、反対通知を行った者の株式数を正確に認識することは困難であり、

反対通知の期間経過時に株主総会の決議による承認が必要となるかどうかの判断をすることが困難

となることを理由に、反対通知に際しての個別株主通知は、反対通知の期間である会社法７９７条３項

の通知または同条４項の公告の日から２週間以内にされなければならないと解し、本件では、個別株主

通知がされたのは反対通知の期間を２日徒過していたとして、Ｘが行った反対通知は個別株主通知と

しての要件を欠き、Ｙに対抗することはできないとし、本件申立てを却下した。 

参照条文等：会社法７９６条・７９６条の２・７９７条、社債、株式等の振替に関する法律１５４条 

 

（知的財産）  

【１０】知財高判令和７年１１月１９日 裁判所ＨＰ 

令和７年（行ケ）第１００６８号 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 （棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95184.pdf 

原告は、「新世界ジーンズ」を標準文字で表してなる商標（本願商標）について、第２５類「ジーンズ製

被服」を指定商品として商標登録出願をしたところ、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請

求したが、特許庁が不成立の審決（本件審決）をしたので、原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟

を提起した事案。 

本願商標は、「新世界」と「ジーンズ」の語を組み合わせた結合商標であるところ、両語に観念上のつ

ながりはなく、それらを結合して具体的な意味を有する成語となるものではないから、不可分的に結合

しているものではない。そして、「ジーンズ」の文字部分は、その指定商品との関係において、商品の種

別や原材料を表示する語であるから、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ない。他方、

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95184.pdf


 

- 9 - 
 

「新世界」の文字部分は、商品の産地、品質等との関連を直ちに想定できるものではなく、「新しい世界」

ほどの漠然とした意味合いを理解させるものである。そうすると、本願商標は、その構成中「新世界」の

文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。 

以上からすると、本願商標と引用商標は、その要部「新世界」について、外観において相紛らわしく、

近似した印象を与え、「シンセカイ」の称呼及び「新しい世界」ほどの観念を共通にするものであるから、

両者は、相紛れるおそれのある類似の商標ということができる。 

これに対し、原告は、本願商標からは、「シンセカイジーンズ」との一連の称呼が生じるとの理解のも

とで出願しているから、本件審決は取り消されるべきである旨を主張する。 

しかし、被服との関係で本願商標を見るならば、「ジーンズ」の文字部分は、商品の種別や原材料を表

示するものと認められ、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないと考えられ、本願商標

から常に「シンセカイジーンズ」との一連の称呼が生じるものとは認められない。したがって、原告の上

記主張は採用することができない。 

以上によれば、本願商標は、「新世界」の文字からなり第２５類「被服、履物」を指定商品とする登録

商標（引用商標）と類似する商標であり、商標法４条１項１１号に該当するから、本件審決にこれを取り

消すべき違法はないとして原告の請求は棄却された。 

参照条文等：商標法４条１項１１号  

 

【１１】知財高判令和７年１１月２７日 裁判所ＨＰ 

令和７年（行コ）第１０００１号 処分取消請求控訴事件 特許権 行政訴訟（棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95134.pdf 

｢本件国際特許出願に係る出願審査の請求は翻訳文が提出される前に行われた不適法な手続であ

る」として手続を却下する処分を受けた、特許協力条約に基づき国際出願をした控訴人が、「控訴人に

本件処分を取り消す法律上の利益がない」として本件訴えを却下した原判決を不服として控訴を提起

したところ、「控訴人には本件処分の取消しを求める訴えの利益が認められ、本件訴えを却下した原判

決は失当であるが、控訴人の本案に係る主張には理由がない」として、控訴人の本件控訴を棄却した

事案。 

（１）本件処分は、控訴人がした本件出願審査請求につき、特許法１８４条の４第１項の規定する翻訳文

が提出される前に行われたものであり、同法１８４条の１７所定の要件を満たさないとして、同法１８条

の２第１項に基づき、本件出願審査請求に係る手続を却下したものである。控訴人は、本件出願審査請

求より前に本件翻訳文を提出しなかったとの瑕疵が治癒されたことなどを本件処分の違法事由として

主張し、本件処分の取消しを求めているところ、上記瑕疵の治癒が認められるとして、本件処分が判決

によって取り消されれば、本件処分は遡って失効するとともに本件出願審査請求に係る手続が復活し、

控訴人は本件出願審査請求について審査を受けることができるようになるのであるから、控訴人には、

本件処分を取り消す利益がある。 

（２）特許法は、外国語でされた国際特許出願の出願人は、同法１８４条の４第１項所定の翻訳文を特

許庁長官に提出しなければならないとし（同項本文）、上記翻訳文の提出等の手続をした後でなければ、

国際特許出願についての出願審査の請求をすることができないと規定している（同法１８４条の１７）。

控訴人は、本件出願審査請求より前に、特許法１８４条の４第１項所定の翻訳文を提出していないから、

本件出願審査請求は同法１８４条の１７の規定に違反する。また、特許法は、出願審査請求が所定の期

間内にされなかった場合や、翻訳文等が所定の期間内に提出されなかった場合については、瑕疵の補

正を許容する規定を置くのに対し（令和３年法律第４２号による改正前の特許法４８条の３第５項、同

法１８４条の４第４項参照）、外国語でされた国際特許出願に係る出願審査請求が、特許法１８４条の４

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95134.pdf
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第１項所定の翻訳文の提出等の手続をせずにされ、同法１８４条の１７所定の要件に係る瑕疵が存在す

る場合につき、その瑕疵の治癒を許容する規定を置いていない。したがって、本件出願審査請求に係る

手続は、不適法であり、その補正をすることができないものと言わざるを得ないから、これを却下した

本件処分に違法はない。 

（３）以上によれば、控訴人には本件処分の取消しを求める訴えの利益が認められるが、控訴人の請求

には理由がない。本件訴えを却下した原判決は失当であるが、当事者の主張内容及び審理の経過等に

照らし、本件につき更に弁論をする必要がないと認められるから、民事訴訟法３０７条ただし書により、

自判するのが相当である。そして、控訴人の請求は棄却されるべきものであるが、被控訴人が控訴も附

帯控訴もしていない本件においては、当審が原判決を取り消した上で控訴人の請求を棄却する本案判

決をすることは、不利益変更禁止の原則に違反して許されないから、控訴人の本件控訴を棄却するに

とどめるのが相当である。 

参照条文等：特許法１８４条の４・１８４条の１７ 

 

【１２】知財高判令和７年１２月１日 裁判所ＨＰ 

令和６年（行ケ）第１００５６号 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 （認容）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95208.pdf 

被告は、「ゴミサー」を標準文字で表してなり、第４０類「生ゴミ処理機の貸与」等を指定役務とする

登録商標（本件商標）の商標権者である。原告は、本件商標の登録は、商標法４条１項１１号に違反して

されたものであることを理由として、無効審判の請求をしたが、特許庁が不成立の審決（本件審決）を

したので、原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した事案。 

原告が、本件商標の無効理由として引用した商標（引用商標）は、原告の登録商標であって、「ゴミサ

ー」を標準文字で表してなり、第７類「生ゴミ処理機」を指定商品とする登録商標（引用商標）である。 

引用商標の指定商品と同じ第７類に属する建設機械について、その製造業者又はその関連会社が、販

売とともに貸与（レンタル）も行っているという取引の実情がある。そして、機械に商標を使用する者が

その機械の貸与も行っていることは、通常、特に意外なこととまではいえず、むしろ、予想し得る範疇の

ことといえる。また、本件商標の指定役務の需要者は生ゴミ処理機を使用する者であり、引用商標の指

定商品の需要者も、その多くは、生ゴミ処理機を使用する者であると推認されるから、双方の需要者は

多くの部分で共通する。これらの事情を考慮すれば、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品に同

一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤

認されるおそれがあると認められる関係があるということができる。したがって、本件指定役務と引用

指定商品は類似するものと認められる。 

生ゴミ処理機の業界と建設機械の業界の間に相違点があるとしても、建設機械は、引用商標の指定

商品と同じ第７類「加工機械、原動機（陸上の乗物用のものを除く。）その他の機械」に属する商品であ

ることからすれば、建設機械に関する取引の実情を考慮に入れることを不当とすることはできない。 

以上によれば、本件商標が商標法４条１項１１号に該当するとは認められないとの本件審決の判断は

誤りであるとして原告の請求は認容された。 

参照条文等：商標法４条１項１１号  

 

【１３】知財高判令和７年１２月３日 裁判所ＨＰ 

令和６年（行ケ）第１００７７号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟（棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95218.pdf 

特許権者である原告が、発明の名称を「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」と

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95208.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95218.pdf
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する特許について一部の請求項を無効とする特許無効審決の取消しを求めた取消訴訟であって、甲１

発明と本件訂正発明１との対比の誤り等を主張したが、棄却された事案。 

（１）原告は、本件訂正発明１の「マッサージプログラムのプログラムコード」は、「プログラミング言語」の

ソースコードで記述されるコンピュータプログラムを指す、と主張する。 

しかし、各証拠の記載に照らせば、当業者は、特に限定がなければ、「プログラムコード」とは、「人工

言語を用いてコンピュータに解釈あるいは実行させることを目的として作成された命令やデータなど」

を意味するものと理解するといえる。そして、本件訂正発明１の発明特定事項は、「プログラムコード」が

ソースコードであることを特定するものではないし、その他、プログラムコードが具体的にどのような形

式のものであるかを特定しているとも認められない。本件明細書等に、「プログラムコード」の具体的な

プログラミング言語の種類やプログラムの記述内容等についての記載があるとは認められない。 

以上を総合すると、本件訂正発明１の「プログラムコード」は、「人工言語を用いてコンピュータに解釈

あるいは実行させることを目的として作成された命令やデータなど」を意味するものと理解するのが相

当である。 

（２）甲１の１の記載によれば、甲１発明の「治療プログラムまたはシーケンス」は、プログラム言語に類似

したテキストベースの治療用健康装置のコマンド言語であり、治療プログラム又はシーケンスは、マッサ

ージや関連する活動や構成などを治療用健康装置に指令するためのものであるといえる。また、甲１の

１の記載からは、治療機構２６０、２６５の動作を実行させるのは主データ処理装置２００であり、治療プ

ログラム又はシーケンスが、当該主データ処理装置２００において実行されること、すなわち、コンピュー

タによって解釈あるいは実行させるためのものであることが明らかであるといえる。 

（３）上記のとおり、甲１の１に記載された発明の「治療プログラムまたはシーケンス」は、プログラム言語

に類似したテキストベースのコマンド言語であって、コンピュータによって解釈あるいは実行させるため

のものであるから、甲１の１に記載された発明の「治療プログラムまたはシーケンス」は、本件訂正発明１

の「プログラムコード」に相当するということができる。以上によれば、甲１の１に記載された発明の「治

療プログラムまたはシーケンス」が、本件訂正発明１の「プログラムコード」に相当するとした本件審決に

誤りはなく、取消事由には理由がない。 

参照条文等：特許法２９条２項 

 

（民事手続）  

【１４】大阪高判令和５年１２月１９日 判例時報２６３２号７７頁  

令和５年（ネ）第６２号 出資金払戻請求控訴事件（控訴棄却（上告））  

農産物の生産・加工・販売を主たる事業とするＸ（被控訴人・原告）が、中小企業等協同組合法に基

づき設立された信用組合Ｙ（控訴人・被告）に対し、計５０１万円を出資していた。Ｘは令和２年１月に民

事再生手続を開始し、同年９月に脱退の意思表示をし、令和３年６月、組合財産の存在が総代会で確

認された後、同年７月、停止条件が成就した旨主張して、出資金５０１万円の返戻請求を行ったのに対

して、Ｙは令和２年２月、停止条件不成就の利益を放棄して、ＹがＸに対して有する貸付金残元金１００

０万円の再生債権を自働債権、出資金返戻請求権を受働債権とする相殺の意思表示をしており、同請

求権は民事再生法９２条１項に基づく本件相殺により消滅したと主張した。本判決は同条項の「債務」

に条件未成就の停止条件付債務は含まれておらず相殺は許容されないとして、Ｘの請求を認容した原

判決を維持した。 

参照条文等：民事再生法９２条１項  

 

（刑事法）  
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【１５】最三決令和７年１０月２１日  裁判所ＨＰ 

令和６年（あ）第５８５号 窃盗、建造物侵入被告事件（上告棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94876.pdf 

（判旨）  

弁護人は、コンテナ倉庫（以下「本件コンテナ倉庫」という。）は、土地に定着していないから、刑法（令

和４年法律第６７号による改正前のもの）１３０条にいう「建造物」に当たらない旨主張する。 

 本件コンテナ倉庫は、移動が容易でなく土地に置かれて継続的に使用される物であり、その形態及び

使用の実態に照らし、社会通念上土地に定着しているといえるから、上記改正前の刑法１３０条にいう

「建造物」に当たるというべきである。基礎が打たれていないこと等の事情は、本件コンテナ倉庫が上

記「建造物」に当たることを否定すべきものとは認められない。 

したがって、被告人について、建造物侵入罪の成立を認めた第１審判決を是認した原判決の判断は

正当である。 

よって、上告を棄却する。 

参照条文等：刑法（令和４年法律第６７号による改正前のもの）１３０条 

 

【１６】最一決令和７年１１月２７日 裁判所ＨＰ  

令和７年（し）第１０４３号  勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件（原決

定取消、準抗告棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95139.pdf 

（事案）  

被疑者は、医療関連商品の製造販売等を営む会社の営業所長であったが、同社の営業担当者と共

謀の上、国立大学医学部附属病院の医師に対し、同社の取り扱う医療機器を使用するなどの有利かつ

便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨で、同社名義の口座から同病院専用名義の口座

に４０万円を振込入金し、このうち３４万４０００円相当の、同医師が選定した物品の購入等をすること

ができる利益を得させ、同医師の職務に関し賄賂を供与したという事実で勾留された。 

原々審は、勾留の必要性がないとして勾留請求を却下した。 

これに対し、原決定は、本件事案の性質・内容（対向犯である上、更に多くの関係者が様々な立場で

関わっていることや、被疑者と関係者らとの人的関係等）、被疑者や関係者らの供述内容及び供述状

況に加え、争点について関係者らの供述による立証が重要となる証拠構造、原々裁判時における捜査

の進捗状況等を踏まえると、被疑者が関係者と通謀するなどして、罪体及び重要な情状事実について

罪証を隠滅するおそれがあり、このようなおそれは、被疑者が罪証隠滅行為に及ばない旨誓約している

などの事情のみからは否定できず、被疑者の捜査に対する対応状況等も踏まえると、逃亡のおそれも

ないとはいえず、勾留の必要性も認められるとして、罪証隠滅のおそれが高度であることを前提に、

原々裁判を取り消した。 

（判旨）  

原決定は、罪証隠滅の現実的可能性の程度について、原々裁判が判断の基礎としたものとほぼ同一

の事情を指摘するのみで、これらの事情に関する原々裁判の評価が不合理であるとする理由を実質的

に示していない。 

そうすると、原決定には、違法があるから、原決定を取り消し、更に裁判すると原々裁判に誤りがある

とはいえないから、準抗告を棄却する。 

参照条文等：刑事訴訟法６０条１項  

 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94876.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95139.pdf
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【１７】最三決令和７年１２月１０日 裁判所ＨＰ  

令和５年（あ）第２３７号 傷害被告事件（上告棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95223.pdf 

（事案）  

被告人は、ウッドデッキ上において、椅子に座っていた被害者の右腕・右足を引っ張るなどの暴行を

加えて、同ウッドデッキ付近に置かれていたプール内に同人を転落させ、上肢不全麻痺の後遺症を伴う

頸髄損傷、頸椎脱臼骨折の傷害を負わせたという罪で、起訴された。 

第１審判決は、病院の診療録中の看護師が作成した「入院までの経過」欄に「会社の人に手と足をつ

かまれ、ふざけて土の上に設置されたビニールプールに投げ込まれ、背中と腰から転落。更に上から一

人乗りかかり受傷。」という記載（以下「本件記載」という。）があることから、被害者が公訴事実にある

ような被告人による暴行の被害を受けた状況とは異なり、勤務先の同僚の手でプールに投げ込まれる

などした状況を申告していた可能性があると認定し、公訴事実と同旨の被害状況を述べる被害者の公

判供述の信用性を否定し、被告人に対し無罪を言い渡した。 

これに対し、原判決は、第１審判決について、再伝聞証拠である本件記載自体から被害者自身が救

急隊員に対して本件記載にあるような発言をした可能性があると認定したものと解さざるを得ず、こ

のような認定は伝聞法則に反し違法なものであるから、第１審の訴訟手続には法令違反があるとして、

第１審判決を破棄し、本件を水戸地方裁判所に差し戻した。 

（判旨）  

出所不明確な本件記載について、これを受傷直後の被害者による本件申告事実の認定に用いた第１

審判決の認定判断は、要証事実との関連性を見誤り、あるいは、伝聞証拠に関する刑訴法の規定を潜

脱する違法なものといわざるを得ないから、第１審判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令違反があ

るとした原判決の判断は是認できる。 

よって、上告を棄却する。 

参照条文等：刑事訴訟法３２３条２号  

 

【１８】広島高判令和５年６月６日 判例時報２６３２号１２８頁  

令和５年（う）第８６号 電子計算機使用詐欺被告事件（控訴棄却（上告））  

地方公共団体から被告人名義の口座に誤って振り込まれた臨時特別給付金につき、被告人が誤振

込と認識しながらオンラインカジノサービスの決済代行業者口座へ送金した行為が電子計算機使用詐

欺罪に当たるかが争われ、原審は有罪としたところ、被告人が控訴をした。 

本判決は、被告人に認められる告知義務の内容は当該振り込みが誤振込であることの認識であり、

被告人が電子計算機に振込依頼等をする情報を入力した以上は、権利行使に何ら制限がない権利者

として権利を行使する旨の情報を入力したというべきであるから、正当な権限の行使であるとする情

報を与える入力操作をしたものと原判決が判断したことに誤りはなく、「虚偽の情報」を入力したとは

いえないとする被告人の主張を排斥し、被告人の控訴を棄却した。 

参照条文等：刑法２４０条の２  

 

【１９】仙台高判令和７年１１月２５日 裁判所ＨＰ 

令和７年（う）第９１号  公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事

件（被告人控訴棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95143.pdf 

争点は、請託行為の有無、あっせん行為の有無、供与された５０万円の対価性、及び被告人（宮城県

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95223.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95143.pdf
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議会議員）の故意であったが、控訴審は、公職者あっせん利得罪の成否に関する事実について原審の

事実認定に誤りはなく、かつ本件５０万円全体が見返り又は謝礼という性質を不可分的に帯びるとし

て、これを公職者あっせん利得罪で収受した財産上の利益であるとした原判決の判断に誤りはないと

し、控訴を棄却した。 

参照条文等：公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律１条１項  

 

（公法）  

【２０】福岡高宮崎支判令和７年１１月２１日 裁判所ＨＰ  

令和７年（行ケ）第２号  人口比例選挙請求事件（棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95224.pdf 

２０２５年７月２０日施行の参議院議員通常選挙において、選出される議員１人当たりの選挙人数が、

最小の福井県選挙区を１とした場合、最多の神奈川県選挙区は３．１２７倍であったことから選挙の有

効性が争われた事案。 

裁判所は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが、選挙までに是正されなかった

ことが国会の裁量を逸脱するものではないとした。 

参照条文等：憲法１４条  

 

【２１】広島高判令和７年１１月２５日 裁判所ＨＰ 

令和７年（行ケ）第１号 人口比例選挙請求事件（棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95210.pdf 

令和７年７月２０日施行の参議院議員通常選挙において、選出される議員１人当たりの選挙人数が、

最小の福井県選挙区を１とした場合、最多の神奈川県選挙区は３．１２７倍であったことから選挙の有

効性が争われた事案。 

裁判所は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態（違憲状態）にあったと評価せざるを得な

いとしたが、本件選挙が行われる前に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁

量権の限界を超えるものとはいい難いとした。 

参照条文等：憲法１４条  

 

【２２】福岡地判令和５年１２月６日 判例タイムズ１５３７号１２８頁 

令和４年（行ウ）第２５号 旅券不発給処分無効確認等請求事件（請求棄却、控訴（後控訴棄却））  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92619.pdf 

X は､出生により日本国籍を取得したが、自己の志望により米国籍を取得したところ、外務大臣から

国籍法１１条１項（「日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」）に

より日本国籍を喪失しているとして旅券不発給処分を受けたため、同条同項は憲法に違反し無効であ

るとして同処分の無効確認等を求めた。 

本判決は、憲法１０条は国籍の得喪の要件を立法府の裁量に委ねており、自己の志望により外国国

籍を取得した日本国民が日本国籍を失わないことを具体的権利として保障したものではないとし、国

籍は基本的人権の保障等を受ける上で重要な法的地位であること等を踏まえると、国籍法１１条１項

のような内容の定めを設けるに当たりその者の意思を出来る限り尊重すべきことは憲法１３条の規定

等の精神に照らして考慮要因になるとしつつも、国籍法１１条１項は重国籍の発生を防止すること等を

立法目的として、その者自身に事前に日本国籍と外国国籍を選択する機会を与えたものであり、その

立法目的及びその目的を達成する手段がなお合理的であるといえるので立法府の裁量権の範囲を逸

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95224.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95210.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92619.pdf
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脱又は濫用したものとは認められず、憲法１０条、１３条、２２条２項、９８条２項に違反しないとし、外国

国籍を身分行為等によって当然取得した場合等と区別を生じさせていることについても、重国籍が生

じた原因に応じてこれを解消するための合理的な手段が採用されたことによるものなので憲法１４条１

項にも違反しないとし、本件処分は有効であるとして請求を棄却した。 

参照条文等：憲法１０条・１３条・２２条２項・９８条２項・１４条１項、国籍法１１条１項  

 

（社会法）  

【２３】仙台高判令和７年１２月３日 裁判所ＨＰ 

令和５年（行コ）第５号 生活保護基準引下処分取消等請求控訴事件（控訴棄却）  

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95237.pdf 

平成２５年から平成２７年にかけて行われた、厚生労働大臣による「生活保護法による保護の基準」

（昭和３８年厚生省告示第１５８号。保護基準）中の生活扶助基準（別表第１）の改定（本件保護基準改

定）を理由として、保護費引下処分が行われたことの違法性が争われた事案である。 

控訴人である国側は、既に一連の最高裁判決（令和７年６月２７日最高裁判決（最高裁令和５年（行

ヒ）第３９７号、第３９８号同７年６月２７日第三小法廷判決、最高裁令和６年（行ヒ）第１７０号同７年６

月２７日第三小法廷判決））がされたことから、それに反する主張を撤回しており、控訴審裁判所も、一

連の最高裁判決に沿う判断をした。 

参照条文等：生活保護法３条・８条２項  

 

【２４】東京地判令和６年５月１３日 判例時報２６３３号８９頁  

令和２年（ワ）第２０４３２号 地位確認等請求事件（一部却下、一部認容、一部棄却（確定）） 

本件は、Ｙ株式会社の女性従業員Ｘが、Ｙに対し、総合職のみに社宅制度の利用を認めていることが、

雇用均等法６条２号が禁止する直接差別に当たる、又は、同法７条が禁止する性別以外の事由を要件

とする措置（いわゆる間接差別）に当たる、雇用均等法に定める規制に当たらなくとも民法９０条に違

反する等を主張し、不法行為又は債務不履行等に基づき、社宅制度の利用が認められた際に得られる

経済的利益相当額の支払等を求めた事案である。 

本判決は、Ｙの社宅制度の利用について具体的に検討し、社宅制度に伴う待遇の格差が性別に由来

すると認めることができないと認定し、直接差別には当たらないとしたが、平成２３年７月以降のＹの社

宅制度は、総合職であれば転勤の有無や現実的可能性のいかんを問わず、希望すれば社宅制度が適用

されるのが実態であり、その恩恵を受けたのが１名を除き全て男性だったこと、社宅制度の利用を総合

職に限定している必要性や合理性を説明することができないこと等から、雇用均等法の趣旨に照らし、

間接差別に該当し、社宅制度の運用を続けていたことが不法行為に当たるとして、Ｘの請求を一部認

容した。 

参照条文等：雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律６条２号・７条、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則１条・２条、民法９０

条、労働基本法４条 

 

（その他）  

【２５】東京高判令和６年４月２４日 判例タイムズ１５３７号１００頁 

令和４年（ネ）第８８６号  業務委託料請求控訴事件（控訴棄却（確定）） 

Ｘは弁護士Ｙとの間で、Ｙの債務整理事業の協力する、事業資金８００万円を無利息で貸し付ける、

事務所を賃貸し事務員を派遣する、インターネット上に広告を出稿する、売上から賃料、人件費及び報

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95237.pdf
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酬３０万円を控除した残金を貸付金の返済に充て、完済後は残余金の９割を広告料としてＸに支払う

等の内容の業務委託契約を締結していたが、関係が悪化し、Ｙが協力関係を解消したため、Ｙに対し、

未払業務委託報酬として６，３００万円余りを請求した。 

同業務委託契約の前提として、Ｘは、ウェブサイト「街角法律相談所」を運営するＡ社と提携し、同サ

イトに広告を掲載する等した上で、Ａ社から独占的に買い取った顧客情報をＹに提供することとなって

おり、そのことは業務委託契約書には記載されていなかったが、本判決は、Ｘの行為は顧客と弁護士の

間に介在して委任契約成立のための便宜を図りその成立を容易にする弁護士法７２条本文後段の禁

止する周旋に当たるとし、このようなスキームを前提としている本件業務委託契約は公序良俗に違反

し民法９０条により無効であるとし、Ｘの請求を認めず控訴を棄却した。 

参照条文等：弁護士法２７条・７２条  

 

（紹介済み判例） 

大阪地判令和６年２月２８日 判例時報２６３２号６４頁 

令和５年（行ウ）第３２号 議会決議取消等請求事件（一部却下、一部棄却（控訴（控訴棄却）））  

→法務速報２８１号１６番で紹介済み 

 

最三判令和６年５月２１日 判例タイムズ１５３７号３５頁 

令和５年（あ）第１０３２号 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに

児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等被告事件（上告棄却）  

→法務速報２７８号１０番で紹介済み 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92995.pdf 

 

広島高判令和６年１０月４日  判例時報２６３２号９４頁 

令和６年（ネ）第１１９号  保険金請求控訴事件（控訴棄却（上告・上告受理申立て）） 

→法務速報２８７号７番で紹介済み 

 

最二決令和６年１０月１６日 判例時報２６３３号５頁 

令和６年（許）第５号 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件（破棄自判）  

→法務速報２８３号１１番で紹介済 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93424.pdf 

 

最三判令和７年７月４日 判例タイムズ１５３７号２７頁 

令和５年（受）第１８３８号損害賠償、求償金請求事件（上告棄却）  

→法務速報２９１号３番で紹介済み 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94240.pdf 

 

最一判令和７年７月１７日 判例タイムズ１５３７号１９頁 

令和５年（行ヒ）第２７６号 行政処分取消等請求事件（破棄差戻）  

→法務速報２９１号２１番で紹介済み 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94297.pdf 

 

最三決令和７年８月１４日 判例タイムズ１５３７号３２頁 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92995.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93424.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94240.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94297.pdf
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令和７年（し）第６７２号 接見等禁止の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件（原決定

取消し、差戻し） 

→法務速報２９３号１３番で紹介済み 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94427.pdf 

 

 

２． 令和７年（２０２５年）１2 月 19 日までに成立した、もしくは公布された法律  

種類  提出回次  番号 

法律名及び概要 

 

・衆法 ２１８ １  

租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部

を改正する法律 

・・・現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油税及び地方揮発油税

の税率の特例を廃止することを定めた法律。 

 

・衆法 ２１９ ５ 

愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法 

・・・令和８年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会の円滑

かつ安全な実施を確保する観点から施設の警備、暑熱に関する対策等に万全を期するため、必要な特

別措置について定めた法律。 

 

・衆法 ２１９ １０  

高次脳機能障害者支援法 

・・・高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念、国等の責務、地域での生活支援、相談体制の

整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めた法律。 

 

・衆法 ２１９ １４  

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 

・・・各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、一定期間、現行の水準に

据え置くことを定めた法律。 

 

・衆法 ２１９ １５  

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律 

・・・一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する等を定めた法律。 

 

・閣法 ２１７ ２１  

医療法等の一部を改正する法律 

・・・地域における医療機関の機能分化・連携強化に着目した地域医療構想の推進、医師の偏在是正に

向けた取組の推進、オンライン診療の推進及び美容医療に係る規制の整備、医療情報の基盤の構築及

び利活用の推進等を行うことを定めた法律。 

 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94427.pdf
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・閣法 ２１９ １  

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律 

・・・最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報

を送信する機能を有する装置の位置情報を当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等

を規制の対象に加えること等について定めた法律。 

 

・閣法 ２１９ ２ 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律  

・・・最近における配偶者からの暴力について、裁判所が発する命令により禁止される行為として、紛失

時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を

所持する被害者の承諾を得ないで取得する行為等を追加することを定めた法律。 

 

・閣法 ２１９ ３ 

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律  

・・・更生保護制度について、保護司の委嘱条件の見直し、任期の延長、職務の執行区域の弾力化、保

護観察付全部執行猶予者の鑑別に関する規定の新設、更生保護事業における保護の対象者の拡大等

を定めた法律。 

 

・閣法 ２１９ ４ 

気象業務法及び水防法の一部を改正する法律  

・・・ 水災による被害の軽減を図るため、洪水の特別警報の創設、国土交通大臣等が共同して行う高

潮の予報及び警報の創設、河川管理者等による氾濫等の通報の実施、外国法人等が行う予報業務の

許可に関する規定の整備等を定めた法律。 

 

・閣法 ２１９ ５ 

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律  

・・・一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当及

び勤勉手当並びに非常勤の委員等に支給する手当の額の改定、本府省業務調整手当の支給対象職員

の拡大及び手当額の上限割合の改定、採用時からの特地勤務手当に準ずる手当の支給等について定

めた法律。 

 

・閣法 ２１９ ６ 

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律  

・・・一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う等について定め

た法律。 

 

・閣法 ２１９ ７ 

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 

・・・地方財政の状況等に鑑み、令和７年度に限り臨時経済対策費、給与改定費及び臨時財政対策債償

還基金費を設ける等について定めた法律。 

 

・閣法 ２１９ ８ 
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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 

・・・一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行うことを定めた法律。 

 

・閣法 ２１９ ９ 

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律 

・・・一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行うことを定めた法律。 

 

・閣法 ２１９ １０  

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律  

・・・一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定することを定めた法律。 

 

 

３． １2 月の主な発刊書籍一覧（私法部門）  

著者 出版社 定価（税込） 

書籍名 

★は後記に解説あり 

 

梶村太市／監修 矢野亜紀子 鈴木哲広／編著 青林書院 ７，９２０円 

最新裁判書式体系５ 民事保全 

 

森公任／著 日本加除出版 ５，３９０円  

弁護士のための財産分与実務のポイント 

 

第一法規「判例体系」編集部／編 第一法規 ４，０７０円  

判例ＩＮＤＥＸ 事件類型別 民事高裁取消判決 

 

藤田広美／著 有斐閣  ３，９６０円  

スキマ民事訴訟★ 

 

 

４． １2 月の主な発刊書籍一覧（公法・その他部門）  

著者 出版社 定価（税込） 

書籍名  

★は後記に解説あり 

 

久保有希子 小松圭介  布川佳正 村井宏彰／著 有斐閣 ５，３９０円 

刑事弁護の実践★ 

 

桑野雄一郎 澤田将史  田邉幸太郎 殿村桂司 中崎尚 古川直裕／著 有斐閣 ４，４００円 

相談事例で学ぶ 生成ＡＩの活用と法務 
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大阪弁護士会倒産法実務研究会／編 金融財政事情研究会 ６，９３０円 

対話でわかる破産管財実務６４のポイント 

 

木村一輝／著 商事法務 ３，８５０円  

設例で学ぶ 個人情報管理と漏えい等対応  

 

大来志郎／監修  水谷登美男  大野一行  飯島隆博  五十嵐一裕  髙倉佑介  燒尾圭太  光武敬志 

田村将人／編著 商事法務 ４，９５０円  

逐条解説 事業性融資の推進等に関する法律  企業価値担保権の創設 

 

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業アセットマネジメント・グループ／編著 有斐閣 ３，１９０円 

法律実務家のためのアセットマネジメントの基礎知識 

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所  事業再生・倒産プラクティスグループ・著  中央経済社  ３，０８

０円 

ケースでわかる 実践「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」（第２版）  

 

 

５． 発刊書籍＜解説＞ 

 

「スキマ民事訴訟」 

民事訴訟、執行関係訴訟に関する対話形式の想定事例に対し、実務上の検討ポイントや裁判所の対

応が分かりやすく解説されている。実務の勘所を確認したいときに読みやすく実践的な本である。 

 

「刑事弁護の実践」 

刑事弁護の最前線について、読んだその時から実践できるように、為すべきことが具体的かつ的確

に解説されている。本文中にロールプレイングや書式例が掲載されており、文末にも多数の参考書式も

掲載されている。ベストな弁護を提供するという著者らの熱い思いが込められた渾身の一冊である。 
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